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(57)【要約】
【課題】新規接続されたネットワーキング機器の性能の
自動決定及び新規機器が取り付けられたネットワーキン
グ機器の性能の同時同報通信において、消費電力の増大
を抑制し、信頼性の向上を図るシステムを提供すること
。
【解決手段】インターフェースプロセッサ２５は、第１
のデバイスとの通信の際に用いられる通信プロトコルを
特定するデータを含んでいる第１のメッセージを第２の
デバイスへ通信し、第２のデバイスから１つ以上の対応
データ要求メッセージに応答して、１つ以上の分かれた
メッセージでパラメータを第２のデバイスに通信する。
データ要求メッセージは、第１のデバイスから受信され
た、さらなるデータが取得可能である旨を示すデータに
応答して、第２のデバイスによって開始され、パラメー
タが第２のデバイスによって取得されたことを示すデー
タの受信に応答して、更新され、さらなるデータが取得
不可能であることを示す。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のデバイスから第２のデバイスへパラメータを通信するためのシステムにおいて、
　前記第１のデバイスとの通信の際に用いられる通信プロトコルを特定し、さらなるデー
タが取得可能であることを示す第１のメッセージデータを前記第２のデバイスに通信し、
　前記第１のデバイスから受信された、さらなるデータが取得可能である旨を示すデータ
に応答して開始される１つ以上のデータ要求メッセージを前記第２のデバイスから受信し
、
　前記第２のデバイスからの１つ以上の対応するデータ要求メッセージに応答して、前記
パラメータを１つ以上の分かれたメッセージで前記第２のデバイスに通信し、
　前記パラメータが前記第２のデバイスによって取得されたことを示すデータを受信し、
　前記パラメータが前記第２のデバイスによって取得されたことを示すデータの受信に応
答して、前記第２のデバイスへの通信のためのメッセージデータを更新し、さらなるデー
タが取得不可能であることを示す、電気回路からなるインターフェースプロセッサを備え
るシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載されたシステムにおいて、
　前記パラメータが前記第１のデバイスから前記第２のデバイスへ通信された後に、前記
特定された通信プロトコルを用いて前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとの間の通
信を開始するための電気回路をさらに備える、システム。
【請求項３】
　第１のデバイスから第２のデバイスへパラメータを通信するためのシステムにおいて、
　第１のデバイスの電子アドレスを示すデータを受信するための入力プロセッサと、
　前記第１のデバイスによって、
　前記第１のデバイスとの通信の際に用いられる通信プロトコルを特定し、さらなるデー
タが取得可能であることを示す第１のメッセージデータを前記第２のデバイスに通信し、
　前記第２のデバイスからの１つ以上の対応するデータ要求メッセージに応答して、前記
電子アドレスを１つ以上の分かれたメッセージで前記第２のデバイスに通信し、
　前記データ要求メッセージが前記第１のデバイスから受信された、さらなるデータが取
得可能である旨を示すデータに応答して開始される１つ以上の要求メッセージを前記第２
のデバイスから受信し、
　前記第１のデバイスの電子アドレスが前記第２のデバイスによって取得されたことを示
すデータの受信に応答して、前記第２のデバイスへの通信のためのメッセージデータを更
新し、さらなるデータが取得不可能であることを示す、ために用いられるインターフェー
スプロセッサと、
　を備えるシステム。
【請求項４】
　請求項３に記載されたシステムにおいて、
　前記インターフェースプロセッサは、
　前記第１のデバイスの電子アドレスが前記第１のデバイスから前記第２のデバイスへ通
信された後に、前記特定された通信プロトコルを用いて前記第１のデバイスと前記第２の
デバイスとの間の通信を開始する、システム。
【請求項５】
　請求項３に記載されたシステムにおいて、
　前記第１のデバイスは、ポータブル患者モニタリングデバイスに取り付けることに適し
ているドッキングステーションであり、
　前記第２のデバイスは、ポータブル患者モニタリングデバイスであり、
　前記インターフェースプロセッサは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）に準拠したオート
ネゴシエーション手順を用いて、前記ドッキングステーションから前記ポータブル患者モ
ニタリングデバイスへ、前記電子アドレスを通信する、システム。
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【請求項６】
　請求項３に記載されたシステムにおいて、
　前記電子アドレスは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）に準拠したＭＡＣアドレスである
、システム。
【請求項７】
　ポータブル処理デバイスに取り付けることに適しているドッキングステーションに用い
られるシステムにおいて、
　前記ポータブル処理デバイスは、
　信号パラメータを処理するために、ポータブル処理デバイスに電力を供給するために電
源に接続するための電源カプラと、
　第１の動作モードにおいて、特定のドッキングステーションと関連付けられた識別子を
、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）に準拠したオートネゴシエーション手順を用いて前記ポ
ータブル処理デバイスに通信し、
　第２の動作モードにおいて、前記ポータブル処理デバイスとネットワークへの接続を確
立する、ためのインターフェースプロセッサと、を備えるシステム。
【請求項８】
　請求項７に記載されたシステムにおいて、
　ポータブル処理デバイスが前記ドッキングステーションに取り付けられていることを検
出し、前記第１の動作モードを開始し、その後前記第２の動作モードを開始するためのコ
ントローラを含むシステム。
【請求項９】
　請求項８に記載のシステムにおいて、
　前記コントローラは、前記ポータブル処理デバイスが前記ドッキングステーションに取
り付けられていることを、（ａ）前記ネットワークとの間の実行中の通信リンクがあるこ
と、（ｂ）前記ドッキングステーションと前記ポータブル処理デバイスとの間の実行中の
通信リンクがあること、（ｃ）ポータブル患者モニタリングデバイスが前記ドッキングス
テーションに接続されかつ前記ドッキングステーションから電力を受信していること、の
うちの少なくとも１つを検出することによって検出する、システム。
【請求項１０】
　請求項７に記載のシステムにおいて、
　コントローラが、前記ポータブル処理デバイスが前記ドッキングステーションに取り付
けられ、電力供給されていると判断するまで、前記第１の動作モードを抑制するための前
記コントローラを、さらに備えるシステム。
【請求項１１】
　請求項７に記載のシステムにおいて、
　前記インターフェースプロセッサは、（ａ）ＷＬＡＮ８０２．１１ｂ標準に準拠した通
信、（ｂ）８０２．３標準に準拠した通信、（ｃ）８０２．１１標準に準拠した通信、（
ｄ）Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）８０２．１５標準に準拠した通信、（ｅ）ＧＳＭ／
ＧＰＲＳ標準に準拠した通信、のうちの少なくとも１つを含む無線技術を用いる通信をサ
ポートする、システム。
【請求項１２】
　患者から得られる信号パラメータをモニタリングし、処理するためのポータブル患者モ
ニタリングデバイスに取り付けられることに適しているドッキングステーションで使用す
るためのシステムにおいて、
　ドッキングステーションによって使用される通信インターフェースを備え、
　前記通信インターフェースは、
　前記ドッキングステーションとの通信の際に用いられる通信プロトコルを特定する第１
のメッセージデータを前記ポータブル患者モニタリングデバイスに通信し、さらなるデー
タが取得可能であることを示し、
　前記ポータブル患者モニタリングデバイスからの１つ以上の対応するデータ要求メッセ
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ージに応答して、前記ドッキングステーションに関連する電子アドレスを１つ以上の分か
れたメッセージで前記ポータブル患者モニタリングデバイスに通信し、
　前記データ要求メッセージは、前記ドッキングステーションから受信された、さらなる
データが取得可能である旨を示すデータに応答して開始され、
　前記通信インターフェースは、
　前記ドッキングステーションの前記電子アドレスが前記ポータブル患者モニタリングデ
バイスによって取得されたことを示すデータを受信したことに応答して、アドレスデータ
通信が完了していることを示すメッセージを通信する、システム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のシステムにおいて、
　前記ドッキングステーションに前記ポータブル患者モニタリングデバイスを挿入したこ
とに応答して、双方向コンフィグレーションデータの交換を行っている間、
　前記通信インターフェースは、前記電子アドレスを前記ポータブル患者モニタリングデ
バイスへ通信する、システム。
【請求項１４】
　請求項１２に記載のシステムにおいて、
前記ドッキングステーションに前記ポータブル患者モニタリングデバイスを最初に挿入し
たことに応答して、双方向コンフィグレーションデータの交換を行っている間、
　前記通信インターフェースは、前記電子アドレスを前記ポータブル患者モニタリングデ
バイスへ通信する、システム。
【請求項１５】
　第１のデバイスから第２のデバイスへパラメータを通信するための方法において、
　第１のデバイスの電子アドレスを示すデータを受取る段階と、
　前記第１のデバイスとの通信の際に用いられる通信プロトコルを特定し、さらなるデー
タが取得可能であることを示す第１のメッセージデータを前記第２のデバイスに通信する
段階と、
　前記第１のデバイスから受信された、さらなるデータが取得可能である旨を示すデータ
に応答して開始される、前記第２のデバイスからの１つ以上の対応するデータ要求メッセ
ージに応答して、１つ以上の分かれたメッセージで前記第２のデバイスに前記電子アドレ
スを通信する段階と、
　前記第１のデバイスの電子アドレスが前記第２のデバイスによって取得されたことを示
すデータの受信に応答し、前記第２のデバイスへの通信のためのメッセージデータを更新
し、さらなるデータが取得不可能であることを示す段階と、
　を備える方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載した段階をコンピュータに実行させるためのコンピュータ読取可能な
命令を記録した有形の記憶媒体。
【請求項１７】
　患者から得られる信号パラメータをモニタリングし、処理するための、ドッキングステ
ーションに取り付けられるために適しているポータブル患者モニタリングデバイスを使用
するためのシステムにおいて、
　ポータブル患者モニタリングデバイスによって使用されるインターフェースプロセッサ
を備え、
　前記インターフェースプロセッサは、
　ドッキングステーションとの通信の際に用いられる通信プロトコルを特定する、さらな
るデータが取得可能であることを示す第１のメッセージデータを受信し、
　１つ以上のデータ要求メッセージを前記ドッキングステーションに通信し、
　前記ドッキングステーションから受信された、さらなるデータが取得可能である旨を示
すデータに応答して１つ以上のデータ要求メッセージで、前記ドッキングステーションに
関連する電子アドレスを前記ドッキングステーションから受信し、
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　前記電子アドレスを受信することに応答して、アドレスデータ通信が完了していること
を示す、前記ドッキングステーションへのメッセージを通信する、システム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載されるシステムにおいて、
　処理された患者パラメータデータを提供するためのセンサを取り付けられた複数の異な
った患者から患者パラメータデータを受信し、処理するデータ収集プロセッサと、
　処理された患者パラメータデータを表示するためのディスプレイデバイスと、
　をさらに備えるシステム。
【請求項１９】
　請求項１７に記載されたシステムにおいて、
　前記通信のインターフェースは、前記ポータブル患者モニタリングデバイスが前記ドッ
キングステーションに取り付けられると前記ドッキングステーションに、（ａ）心電計（
ＥＣＧ）データ、（ｂ）血液パラメータデータ、（ｃ）換気パラメータデータ、（ｄ）輸
液ポンプ関連データ、（ｅ）血圧データ、（ｆ）脈拍データ、（ｇ）温度データ、のうち
の少なくとも１つを含む生理学的データからなる、処理された患者パラメータデータを通
信する、システム。
【請求項２０】
　前記請求項１７に記載されたシステムにおいて、
　前記特定のドッキングステーションと関連付けられた前記電子アドレスは、地理的位置
に対応する識別子を関連付けるマップから、前記特定のドッキングステーションの地理的
位置の決定を可能にする、システム。
【請求項２１】
　請求項１７に記載されたシステムにおいて、
　前記ドッキングステーションに関連付けられる前記電子アドレスは、（ａ）Ｅｔｈｅｒ
ｎｅｔ（登録商標）準拠ＭＡＣアドレス、（ｂ）ＩＰアドレス、（ｃ）ポート識別子、（
ｄ）インターネット準拠のアドレス、（ｅ）ＬＡＮアドレス、のうちの少なくとも１つか
らなる、システム。
【請求項２２】
　請求項１７に記載されたシステムにおいて、
　前記インターフェースプロセッサは、（ａ）無線、（ｂ）有線のうち少なくとも１つに
よって通信する、システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポータブルデバイスと構成データを交換するためのシステムに関し、特に、
システムとのポータブルデバイスの初期接続時に、ポータブルデバイスの通信構成データ
を交換するためのシステムに関する。本願は、米国仮出願（シリアルＮｏ．６０／６２１
，８０９号、出願日：２００４年１０月２５日）の本出願である。
【背景技術】
【０００２】
　ポータブルデバイスは、他のデバイスへ接続すること無く動作を行うことができる。こ
のようなポータブルデバイスは、レセプタクル（ドック又はホルスタと呼ばれる）を介し
てベースシステムに物理的接続可能である場合が多い。多くの場合において、このベース
システムは、レセプタクルが接続された、相互接続されたノードの通信ネットワーク（例
えば、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ））及び／又は広域ネットワーク（ＷＡＮ）
（例えば、インターネット）を含む。ポータブルデバイスがレセプタクルに接続されると
（すなわち、ドックされると）、レセプタクルを介したポータブルデバイスと通信ネット
ワークとの通信を可能にする通信チャンネルが確立される。通信オーバーヘッドを最小化
するために、ポータブルデバイスは、通信ネットワーク上のノードとして機能するように
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構成され、レセプタクルは、ポータブルデバイスと通信ネットワークとの間のメッセージ
を（処理するのではなく）通過させるための導管として機能するように構成される。
【０００３】
　通信ネットワークに用いられる典型的な通信プロトコルとして、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登
録商標）プロトコルがある。現在用いられている実用的実装において、このプロトコルに
ついて複数のバージョン（例えば、１０Ｍｂｐｓ（例えば、１０Ｂａｓｅ２、１０Ｂａｓ
ｅＴ及び１０ＢａｓｅＦ）、１００ＭＢｐｓ、Ｇｉｇａビット）が存在する。さらに、Ｅ
ｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）プロトコルは、有線通信リンク及び無線通信リンクどちらに
おいても用いることができる。速度上昇及び機能増加が進むにつれ、さらなるバージョン
が将来利用可能となることが予想される。同一通信リンクにおいて、異なるバージョンを
同時に用いることができないかもしれない。このように、既存のシステムに取り付けられ
る新規な機器は、それが取り付けられる機器と同じイーサネット（登録商標）・バージョ
ンを使用するように構成されなければならない。
【０００４】
　異なるバージョン（例えば、１０Ｍｂｐｓ、１００Ｍｂｐｓ及び１０００Ｍｂｐｓ）を
サポートすることが可能であり、かつ、サポートされたＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）バ
ージョン（有線又は無線を含む）のうち任意のものを用いて通信ネットワークと動作可能
なネットワーキング機器が開発されている。
【０００５】
　新規接続されたネットワーキング機器の性能の自動決定及び新規機器が取り付けられた
ネットワーキング機器の性能の同時同報通信を行うための手順が開発されている。双方の
ネットワーキング機器がサポートする最高性能バージョンの自動ネゴシエーションが行わ
れる。このような手順は、ＡＮＳＩ／ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ　８０２．３　ＭＡＣ　パラメー
タのＤ４ドラフトの第２８節（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ、Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｔｔａ
ｃｈｍｅｎｔ　Ｕｎｉｔｓ　ａｎｄ　Ｒｅｐｅａｔｅｒ　ｆｏｒ　１００Ｍｂ／ｓ　Ｏｐ
ｅｒａｔｉｏｎ）に定義されているように、オートネゴシエーションと呼ばれる。既存の
解法においては、一意の識別子を送信するための回路構成を提供する。このような一意の
識別子は、レセプタクルからポータブルデバイスへのＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）通信
ネットワーク中のＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ媒体アクセス制御
）アドレスと呼ばれる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、このような回路構成の場合、機器のコスト、複雑性及びサイズが増大し、その
結果、消費電力が増加し、信頼性が低下する。本発明の原理によるシステムは、これらの
欠陥及び関連問題を解決する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）オートネゴシエーションプロセスにより、
当該リンク上で用いられる通信プロトコル（例えば、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）バー
ジョン）のネゴシエーションに加えて、通信ネットワークと新規接続されたノードとの間
の情報転送を有利に実現した。このようにして、ネットワーク通信開始の前に、ネットワ
ークに接続された機器と新規接続された機器との間でパラメータ転送を行うことができる
。
【０００８】
　本発明の原理によれば、第１のデバイスから第２のデバイスへとパラメータを通信させ
るためのシステムは、パラメータを示すデータを受信する入力プロセッサを含む。第１の
デバイスによって用いられるインターフェースプロセッサは、第１のデバイスとの通信の
際に用いられる通信プロトコルを特定するデータを含む第１のメッセージを第２のデバイ
スに通信する。このメッセージは、さらなるデータが取得可能であることも示す。インタ
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ーフェースプロセッサは、第２のデバイスからの１つ以上の対応データ要求メッセージに
応答して、このパラメータを１つ以上の分かれたメッセージで第２のデバイスに通信する
。これらのデータ要求メッセージは、さらなるデータが取得可能である旨を示すデータが
第１のデバイスから受信されるのに応答して、第２のデバイスによって開始される。パラ
メータが第２のデバイスによって取得されたことを示すデータの受信に応答して、インタ
ーフェースプロセッサは、第２のデバイスとの通信のためにメッセージデータを更新して
、さらなるデータが取得不可能であることを示す。
【０００９】
　本発明の原理によるシステムは、ネットワーク通信開始の前に、一意の識別子（例えば
、ネットワーク上のノード（例えば、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）　ＭＡＣアドレス）
を一意に特定するために必要な識別子）を、オートネゴシエーションプロセスを用いて、
レセプタクルからポータブルデバイスへと転送することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　プロセッサは、本明細書中用いられるように、実行可能アプリケーションの制御下で動
作し、（ａ）入力情報デバイスからの情報受信、（ｂ）情報の操作、分析、改変、変換及
び／又は送信による情報の処理、並びに／又は（ｃ）出力情報デバイスへの情報の経路設
定を行う。プロセッサは、例えばコントローラ又はマイクロプロセッサの性能を用いるか
又は含むことができる。プロセッサは、表示プロセッサ又は生成器と共に動作することが
できる。表示プロセッサ又は生成器は、表示画像又はその一部を表す信号を生成するため
の公知の要素である。プロセッサ及び表示プロセッサは、ハードウェア、ファームウェア
及び／又はソフトウェアの任意の組み合わせを含む。
【００１１】
　実行可能アプリケーションは、本明細書中用いられるように、プロセッサが例えばユー
ザコマンド又は入力に応答して所定の機能（例えば、オペレーティングシステム、ポータ
ブルデバイス構成システム又は他の情報処理システム）を実施できるようにプロセッサを
調整するためのコード又は機械可読式命令を含む。実行可能手順は、１つ以上の特定プロ
セスを行うためのコードのセグメント又は機械可読式命令、サブルーチン又は他のコード
の区別可能部分又は実行可能アプリケーションの一部である。これらのプロセスは、入力
データ及び／又はパラメータの受信工程、受信された入力データへの動作の実行の工程及
び／又は受信された入力パラメータに応答して機能を行う工程、得られた出力データ及び
／又はパラメータの提供工程を含み得る。
【００１２】
　ポータブルデバイスが使用される１つの環境として、病院等の医療環境がある。患者の
生理学的パラメータ（すなわち、心拍数、血圧、ＳｐＯ２、ＥＫＧ、呼吸等）は、病院環
境においてモニタされることが多い。重篤患者の場合、このようなモニタリングは、病院
中のある場所から別の場所へ搬送される際にでも、比較的短いサンプリング間隔で継続す
る。患者と共に配置されるポータブルな患者モニタが開発されている。このようなポータ
ブル患者モニタは、典型的にはバッテリによって電源供給され、生理学的パラメータのモ
ニタリング、当該パラメータの担当臨床医への表示、及び後日参照のための結果保存を行
うことができる。しかし、病院では、患者の生理学的パラメータのモニタリング及び／又
は患者の入院時における当該パラメータの保存を行うために、病院通信ネットワークに接
続された中央記憶場所も整備しなければならない。このような病院は、固定位置（例えば
、患者居室、治療室、手術室）に設けられたポータブル患者モニタのために、レセプタク
ル（ドッキングステーション又はホルスタ）を設けている。これらのレセプタクルは、病
院通信ネットワークに接続される。患者がこれらの位置のうち１つに居る場合、ポータブ
ル患者モニタをレセプタクル中に配置することができる。レセプタクル中に配置されると
、患者モニタ中のバッテリが再充電され、患者モニタは病院通信ネットワークに接続され
る。ポータブル患者モニタが通信ネットワークに接続されていない間に収集された生理学
的パラメータがある場合、これらの生理学的パラメータを全て中央記憶場所に送信して記
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憶することができる。ポータブル患者モニタがレセプタクル中に挿入されている間にサン
プリングされた生理学的パラメータは、収集時に中央記憶場所に送信することができる。
【００１３】
　上述したように、ポータブル患者モニタがドッキングステーションにドックされると、
ドックされたポータブル患者モニタと病院通信ネットワークとの間に通信チャンネルが確
立される。この通信チャンネルにおいて、ポータブル患者モニタはネットワークノードと
して動作し、ドッキングステーションはリピータとして動作する。上述したように、ポー
タブル患者モニタと病院通信ネットワークとの間の通信開始前に、一意の識別子をドッキ
ングステーションからポータブル患者モニタに送信する必要がある。一意の識別子はドッ
キングステーションと関連付けられているため、一意の識別子とドッキングステーション
の対応地理的位置とを関連付けるマップ（このマップは、中央記憶場所において維持され
る）を用いて、特定のドッキングステーションの地理的位置を有利に決定することも可能
になる。
【００１４】
　図１は、本発明の原理によるポータブルデバイス構成システムのブロック図である。図
１において、ドッキングステーション１０は、電力源（図示せず）に接続された電源入力
端子を含む。電源入力端子は、負荷感知回路１３及び電源カプラ１５の各入力端子に接続
される。ドッキングステーション１０は、病院通信システム（やはり図示せず）へのＥｔ
ｈｅｒｎｅｔ（登録商標）リンクに接続された双方向端子も含む。Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登
録商標）リンク双方向端子は、インターフェースプロセッサ２５の各対応双方向端子に接
続される。インターフェースプロセッサ２５の第２の双方向端子は、インターフェースプ
ロセッサ２５の光通信リンクに接続される。より詳細には、インターフェースプロセッサ
２５の出力端子は光学式ドライバ１７に接続され、インターフェースプロセッサ２５の入
力端子は受光器１９に接続される。「スタートアップ」信号を受信する第１の制御入力端
子は、負荷感知回路１３の出力端子に接続される。第２の制御入力端子は、一意の識別子
のソース１４に接続される。
【００１５】
　ポータブルデバイス２０は、電源カプラ３９を含む。電源カプラ３９の出力端子は、充
電器３７の入力端子に接続される。充電器３７の出力端子は、バッテリ４３に接続される
。ポータブルデバイス２０は、プロセッサ３５も含む。データ収集ユニット５０の出力端
子は、プロセッサ３５の入力端子に接続される。プロセッサの出力端子は、表示デバイス
４５に接続される。プロセッサ３５の第１の双方向端子は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標
）コントローラ３３の対応端子に接続される。Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）コントロー
ラ３３の第２の双方向端子は、光リンクに接続される。より詳細には、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ
（登録商標）コントローラ３３の出力端子は光学式ドライバ２１に接続され、Ｅｔｈｅｒ
ｎｅｔ（登録商標）コントローラ３３の入力端子受光器２３に接続される。プロセッサ３
５の第２の双方向端子は、ＲＦ通信回路１０７に接続される。Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商
標）コントローラ３３の双方向制御端子は、一意の識別子を含む記憶部３４に接続される
。
【００１６】
　動作時において、ポータブルデバイス２０がドックされていない場合、バッテリ４３は
、ポータブルデバイス２０に電源を提供する。医療環境において、ポータブルデバイスは
ポータブル患者モニタである。ポータブル患者モニタにおいて、データ収集ユニット５０
は、患者に取り付けられたセンサ（図示せず）、及び／又は患者上で動作する患者モニタ
リングデバイス及び／又は治療デバイスに接続される。データ収集ユニット５０は、患者
パラメータデータ（例えば、生理学的データ（例えば、（ａ）心電計（ＥＣＧ）データ、
（ｂ）血液パラメータデータ、（ｃ）換気パラメータデータ、（ｄ）輸液ポンプ関連デー
タ、（ｅ）血圧データ、（ｆ）脈拍データ、（ｇ）温度データ））及び他の類似の患者パ
ラメータデータを処理する。プロセッサ３５は、患者生理学的パラメータデータを表示す
る画像を表す信号を生成する。これらの画像を表す信号は、表示デバイス４５に供給され
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る。表示デバイス４５は、患者生理学的パラメータデータを表す画像を臨床医に表示する
。さらに、プロセッサ３５は、患者生理学的パラメータデータを記憶するメモリ（図示せ
ず）を含んでもよい。患者生理学的パラメータデータはまた、ＲＦ通信リンク１０７を介
して接続されたアクセスポイントを介して、プロセッサ３５から病院通信ネットワークへ
と送信することもできる。
【００１７】
　図１に示すようにポータブルデバイス２０がドッキングステーション１０に挿入される
と（すなわち、ドックされると）、インターフェースプロセッサ２５は、ポータブルデバ
イス２０と病院通信ネットワークとの間の通信を確立する第１の動作モードを開始する。
以下、この第１の動作モード開始の様式についてより詳細に説明する。この動作モードに
おいて、上述したように、ドッキングステーション１０の一意の識別子をポータブルデバ
イス２０に通信することが必要である。これは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）に準拠し
たオートネゴシエーションプロセスを用いて、行われる。オートネゴシエーションプロセ
スでは、ドッキングステーション及びポータブルデバイス双方が受け入れ可能な通信プロ
トコルを特定し、ドッキングステーション１０の一意の識別子をポータブルデバイス２０
に通信することも行う。
【００１８】
　第１の動作モードが完了すると、ドッキングステーション中のインターフェースプロセ
ッサ２５は、その後第２の動作モードを開始して、受入可能な通信プロトコルを用いて、
ポータブルデバイス２０と病院通信ネットワークとの間の接続を確立する。この動作モー
ドにおいて、インターフェースプロセッサ２５は、ポータブルデバイス２０とドッキング
ステーション１０との間の通信を開始する。インターフェースプロセッサ２５は、（ｉ）
無線及び（ｉｉ）有線通信のいずれによっても通信することができる。より詳細には、図
示の実施形態において、ドッキングステーション１０からポータブルデバイス２０への一
意の識別子の通信の後、ドッキングステーション１０中のインターフェースプロセッサ２
５は、光リンク１７、１９、２１、２３並びに／又はＲＦ通信回路１０３及び１０７を用
いて、ポータブルデバイス２０と通信可能となる。当業者であれば、任意のＲＦ無線技術
を用いて、ＲＦ無線リンク（例えば、（ａ）ＷＬＡＮ８０２．１１ｂ標準に準拠した通信
、（ｂ）８０２．３標準に準拠した通信、（ｃ）８０２．１１標準に準拠した通信、（ｄ
）Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）８０２．１５標準に準拠した通信、及び（ｅ）ＧＳＭ
／ＧＰＲＳ標準に準拠した通信）を実施することができることを理解する。
【００１９】
　第２の動作モードで動作している際、ドッキングステーションはリピータとして動作し
て、ポータブルデバイス２０と病院通信ネットワークとの間のデータを処理せずに通過さ
せる。ポータブルデバイス２０がドックされていない際に収集された患者パラメータデー
タは、病院通信ネットワークにダウンロードされ、中央記憶場所に記憶される。同様に、
ポータブルデバイス２０がドックされている時に収集された患者パラメータデータは、病
院通信ネットワークを介して中央記憶場所へと直接に送信される。
【００２０】
　図２は、図１中に示すシステムにおいて使用可能なインターフェースプロセッサ２５の
より詳細なブロック図である。図２において、負荷感知回路１３（図１）からの「スター
トアップ」信号は、通信プロセッサ２７の入力端子に接続される。通信プロセッサ２７の
双方向端子は、マルチプレクサ３１の第１の双方向端子に接続される。病院通信システム
へのＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）リンクは、マルチプレクサ３１の第２の選択可能端子
に接続される。マルチプレクサ３１の第２の双方向端子は、光リンクに接続される。すな
わち、マルチプレクサ３１の出力端子は光学式ドライバ１７に接続され、マルチプレクサ
３１の入力端子は受光器１９に接続される。マルチプレクサの第３の双方向端子は、ＲＦ
通信回路１０３に接続される。動作時、「スタートアップ」信号は、ポータブルデバイス
２０がドッキングステーション１０に新たにドックされたことを示す。この信号が条件と
なって、通信プロセッサ２７は、第１の動作モードを開始する。第１の動作モード中であ
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ることが条件となって、マルチプレクサ３１は、通信プロセッサ２７を光学式ドライバ１
７及び受光器１９に接続する。第２の動作モード中であることが条件となって、マルチプ
レクサ３１は、使用中の通信モードに応じて、病院通信ネットワークへのＥｔｈｅｒｎｅ
ｔ（登録商標）リンクを光リンク（例えば、光学式ドライバ１７及び受光器１９）又はＲ
Ｆリンク（例えば、ＲＦ通信回路１０３）のいずれかに接続する。このようにして、ドッ
キングステーション１０は、第２の動作モード時においてリピータとして動作するように
、構成される。再度、図１を参照する。ポータブルデバイス２０がドックされると、電源
がドッキングステーション１０から電源カプラ１５及び３９を介してポータブルデバイス
２０に接続される。図示の実施形態において、電源カプラ１５及び３９は、分割変圧器を
形成する。第１のものは、ポータブルデバイス２０中の電源カプラ３９に磁気的に接続さ
れたドッキングステーション１０中の電源カプラ１５中にあり、第２のものは、ポータブ
ルデバイス２０中の電源カプラ３９中にある。ドックされると、電源が電源カプラ１５及
び３９によって形成された変圧器を介してポータブルデバイス２０に接続される。この電
源は充電器３７に供給され、これによりバッテリ４３が充電される。
【００２１】
　インターフェースプロセッサ２５は、（ａ）ポータブルデバイス２０と病院通信ネット
ワークとの間の実行中の通信リンク、（ｂ）ドッキングステーション１０とポータブル処
理デバイス２０との間の実行中の通信リンク、及び／又は（ｃ）ポータブルデバイス２０
がドッキングステーション１０にドックされかつドッキングステーション１０からの電力
を受信していることを検出することにより、ポータブルデバイス２０のドッキングステー
ション１０への取り付けを検出することができる。例えば、ポータブルデバイス２０の存
在は、負荷感知回路１３によってドッキングステーション１０によって検出可能である。
ポータブルデバイス２０がドックされていない場合、ドッキングステーション中の電源カ
プラ１５は、二次巻線の無い一次巻線であり、応答において、相対的により高い電圧を呈
する。負荷感知回路１３は、ポータブルデバイスがドックされていないことを示す高い電
圧条件を検出することができる。ポータブルデバイス２０がドックされると、電源カプラ
１５及び３９は、完全な変圧器を形成する。電源カプラ１５上の相対的により高い電圧条
件が除去される。これは、「スタートアップ」信号を生成する負荷感知回路１３によって
検出される。「スタートアップ」信号は、インターフェースプロセッサ２５に接続される
。
【００２２】
　ポータブルデバイス２０の存在がドッキングステーション１０によって検出されると、
ドッキングステーション１０は、ポータブルデバイス中のプロセッサ３５をＥｔｈｅｒｎ
ｅｔ（登録商標）コントローラ３３を介して病院通信ネットワークに接続するプロセスを
開始する（例えば、第１の動作モード）。このプロセスでは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商
標）オートネゴシエーションプロセスを用いる。一般的に、オートネゴシエーションでは
、第１のデバイス（例えば、ドッキングステーション１０、ローカルデバイス（ＬＤ）と
呼ぶ）と別のデバイス（例えば、ポータブルデバイス、リンクパートナー（ＬＰ）と呼ぶ
）との間のメッセージ交換が行われる。メッセージは、１６ビットのリンクコードワード
（ＬＣＷ）で形成される。１６ビットのＬＣＷは、１７クロックビットの間で所定の様式
でインタリーブされ（ＦＭパルス符号化と呼ぶ）、その結果得られたパルスストリームは
、所定のパルスレート（１２．５ＫＨｚ）で出力リンク端子上に送信され、所定の繰り返
し率（１６．８ｍｓ）で繰り返される。それと同時に、他方のデバイスからのＬＣＷが、
入力リンク端子上に受信される。
【００２３】
　１６ビットＬＣＷのうちの１ビット（例えば、ビットＤ１４）は、リンクパートナーか
らのＬＣＷ受信成功を肯定応答するための値（Ａｃｋ）を有する。別のビット（例えば、
ビットＤ１５）は、ＮＰ「Ｎｅｘｔ　Ｐａｇｅ」を表すという値を有する。この値は、リ
ンクパートナーによる取得用にさらなるデータが利用可能であることを示すために用いら
れる。これを表１（下記）に示す。残りのビット（Ｄ０～Ｄ１３）は、交換中のデータの
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種類に応じて異なるデータを搬送するように割り当てられる。すなわち、受入可能な通信
プロトコルのオートネゴシエーション又はさらなるデータの交換に割り当てられる。ＬＣ
Ｗの符号化、ビットレート、繰り返し率及びＬＣＷ中の残りのビットに割り当てられた値
は、標準化され、以下において詳細な説明を省略する。記載において、ＬＣＷ［ＬＤ］は
、ローカルデバイス（例えば、ドッキングステーション１０）から送信されるＬＣＷを表
し、ＬＣＷ［ＬＰ］は、リンクパートナー（例えば、ポータブルデバイス２０）から受信
されたＬＣＷを表す。メッセージ交換時、ＬＣＷは、以下のプロセスに従って、所定の繰
り返し率で継続的に送信される。
【表１】

【００２４】
　オートネゴシエーション時、以下のような様式でメッセージ交換が行われる。ローカル
デバイス（例えば、ドッキングステーション１０）及びリンクパートナー（例えば、ポー
タブルデバイス２０）の双方は、各ＬＣＷ符号化データを適切な様式で生成する。例えば
、第１の動作モード中において、ドッキングステーションにおいて利用可能な通信プロト
コルがＬＣＷ［ＬＤ］において符号化され、ポータブルデバイス２０において利用可能な
通信プロトコルがＬＣＷ［ＬＰ］において符号化される。第２の動作モード中において、
一意の識別子（例えば、ドッキングステーション１０のＭＡＣアドレス）の少なくとも一
部が、ＬＣＷ［ＬＤ］において符号化される。メッセージ交換を行うために、ローカルデ
バイスは、所望のデータを搬送する自身のＬＣＷ［ＬＤ］を、Ａｃｋビットが設定されて
いない状態で、繰り返し送信することにより開始する。マッチングが連続３回得られた場
合、ＬＣＷ［ＬＰ］がリンクパートナーから受信され（Ａｃｋを無視）、ローカルデバイ
スは、送信されたＬＣＷ［ＬＤ］中にＡｃｋビットを設定して、リンクパートナーのＬＣ
Ｗ［ＬＰ］を正確に受信したことをリンクパートナーに対して提示し、当該ＬＣＷ［ＬＤ
］の送信を繰り返し続ける。Ａｃｋビットセットと共に連続３回のマッチングＬＣＷ［Ｌ
Ｐ］を受信すると、ローカルデバイスは、リンクパートナーがローカルデバイスのＬＣＷ
［ＬＤ］を正確に受信したことを知る。ローカルデバイスは、リンクコードワードをＡｃ
ｋビットセットの状態でさらに６～８回送信して、完全なメッセージ交換が行われたこと
を保証する。このプロセスは、メッセージ交換が以下に述べるように行われた際は必ず発
生する。
【００２５】
　図３は、図１及び図２に示すシステムの動作の理解に役立つフローチャートである。図
３において、左側のフローチャートは、ドッキングステーション１０（図１）における動
作を示し、右側のフローチャートは、ポータブルデバイス２０における動作を示す。一意
の識別子との通信について、ポータブルデバイス２０はマスターとして動作し、ドッキン
グステーション１０はスレーブとして動作する。これらの動作の様式について、以下によ
り詳細に説明する。
【００２６】
　図１及び図３双方を参照する。プロセスは、ドッキングステーション１０ではステップ
２０１において、そしてポータブルデバイス２０ではステップ２５１において、開始する
。ステップ２０２において、ドッキングステーション１０中のインターフェースプロセッ
サ２５は、ソース１４からパラメータを読みだす。図示の実施形態において、パラメータ
は、特定のドッキングステーション１０に対して一意の識別子又は一意の電子アドレスで
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ある。図示の実施形態において、電子アドレスはＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ）識別子である。しかし、当業者であれば、特定のドッキングステーション
１０と関連付けられた電子アドレスは、（ａ）Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）に準拠した
ＭＡＣアドレス、（ｂ）ＩＰアドレス、（ｃ）ポート識別子、（ｄ）インターネットに準
拠したアドレス、（ｅ）ＬＡＮアドレス、又は特定のドッキングステーション１０を一意
に特定することが可能な他の任意の類似の電子アドレスを含み得ることを理解する。
【００２７】
　ステップ２０４及びステップ２５４において、第１の動作モードが行われる。上述した
ような様式で、ドッキングステーション１０及びポータブルデバイス２０中の利用可能な
通信プロトコルを表すデータを含むＬＣＷの交換が行われる。公知の手順において、共通
通信プロトコルが選択される。この場合、ＮＰビットは、ＬＣＷ［ＬＤ］中に設定される
。ＮＰビットが設定されると、さらなるデータがポータブルデバイス２０によって取得可
能であることが示される。応答して、ポータブルデバイス２０は、ＬＣＷ［ＬＰ］中のＮ
Ｐビットを設定する。ＡＮＳＩ／ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ　８０２．３ＭＡＣ　Ｐａｒａｍｅｔ
ｅｒｓ，Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ，Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ　Ｕｎｉ
ｔｓ　ａｎｄ　Ｒｅｐｅａｔｅｒ　ｆｏｒ　１００Ｍｂ／ｓ　ＯｐｅｒａｔｉｏｎのＤ４
ドラフトの第２８節に定義されたオートネゴシエーション標準に記載のように、ＮＰビッ
トが設定されると、共通通信プロトコルを用いた通信開始が行われる前に、ドッキングス
テーション１０とポータブルデバイス２０とのメッセージ交換を行うための同一方法を用
いて、さらなるデータが交換される。図３に示す残りの動作は、第２の動作モードを含む
。
【００２８】
　ステップ２５６において、ポータブルデバイス２０からドッキングステーション１０へ
とデータ要求メッセージが送信される。データ要求メッセージは、ＬＣＷ［ＬＰ］として
符号化され、その際、Ａｃｋビットが設定され、ＮＰビットが設定される。これは、ドッ
キングステーション１０からの先行通信プロトコルデータがポータブルデバイス２０によ
って適切に受信されたことと、ポータブルデバイス２０がさらなるデータを受信可能な状
態であることとを示す。ステップ２０６において、ポータブルデバイスからのデータ要求
メッセージが、ドッキングステーション１０において受信される。
【００２９】
　ＭＡＣアドレスは、４８ビット又は６バイトを含む。ＬＣＷは、１１ビットまでのさら
なるデータを搬送することができる。図示の実施形態において、ＭＡＣアドレスは、ドッ
キングステーション１０からポータブルデバイス２０へと同時に８ビット又は１バイトで
通信される。すなわち、１バイトのＭＡＣアドレスを含む６個のメッセージが、ドッキン
グステーション１０からポータブルデバイス２０へと送信され、これにより、完全なＭＡ
Ｃアドレスが搬送される。表２（以下）は、ＭＡＣアドレスを搬送するＬＣＷメッセージ
の構造を示す。ビットＤＯ～Ｄ７は、１バイトのＭＡＣアドレスＭＯ～Ｍ７を搬送する。
ビットＤ８～Ｄ１０は、ＭＡＣアドレスバイト数Ｎ０～Ｎ２を搬送する。バイト１～６は
、ＭＡＣアドレスの対応バイトを搬送し、バイト７は、多項式Ｘ７＋Ｘ２＋１を用いて計
算されるＭＡＣアドレスのＣＲＣを搬送する。
【００３０】
【表２】
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　ステップ２０８において、表２（上記）中に示すように第１のＬＣＷ［ＬＤ］は、図示
のようにインターフェースプロセッサ２５によってフォーマットされ、これにより、ＭＡ
Ｃアドレスの第１のバイト及び「１」に設定されたバイト番号を含む。ＭＡＣアドレスの
残りバイトを含むさらなるメッセージがあるため、ＮＰビットはＬＣＷ［ＬＤ］中に設定
される。このメッセージは、上述したような様式で、ポータブルデバイス２０に通信され
る。ＭＡＣアドレスの第１のバイトを含むメッセージは、ステップ２５８においてポータ
ブルデバイス２０によって受信される。Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）コントローラ３３
は、ＭＡＣアドレスの受信されたバイトを記憶する。
【００３１】
　ステップ２６０において、ポータブルデバイス２０は、受信されたＬＣＷ［ＬＤ］中の
ＮＰビットの状態を検出する。ＮＰビットが設定されると、これは、他のメッセージが間
もなく送信されることを示す。この場合、ステップ２５６が繰り返される。ステップ２５
６において、ＭＡＣアドレスの第１のバイトを含むＬＣＷ［ＬＤ］に応答して送信される
肯定応答ＬＣＷ［ＬＰ］は、Ａｃｋビットセット、ＮＰビットセット、及び「２」に設定
されたバイト数Ｂ０～Ｂ３を有し、これにより、ＭＡＣアドレスのバイト２を含むドッキ
ングステーション１０からの次のメッセージを受信するためのデータ要求を形成する。ス
テップ２１０において、ドッキングステーション１０中のインターフェースプロセッサ２
５は、ＭＡＣアドレスのさらなるバイトが通信用に残っているか否かを確認する。ＭＡＣ
アドレスのさらなるバイトが通信用に残っている場合、ステップ２０６が繰り返され、ポ
ータブルデバイス２０からのデータ要求メッセージを待機する。このようなデータ要求メ
ッセージが受信されると、ステップ２０８が行われる。ステップ２０８において、ＭＡＣ
アドレスの要求バイト及びＮＰビットセットを含むＬＣＷ［ＬＤ］が構成され、ポータブ
ルデバイス２０へと送信される。ステップ２０６、２０８、２１０及び２５６、２５８及
び２６０が繰り返され、これにより、ＭＡＣアドレスの各バイト及びＣＲＣバイトが転送
される。
【００３２】
　ステップ２１０においてＭＡＣアドレスパラメータの最終バイトであるＣＲＣをポータ
ブルデバイス２０に通信すべきであると決定されると、ステップ２１２が実行される。ス
テップ２１２において、ドッキングステーション１０中のインターフェースプロセッサ２
５は、ＭＡＣアドレスのＣＲＣバイトを含みかつＮＰビットが設定されていないＬＣＷ［
ＬＤ］を構成する。これは、ポータブルデバイス２０によって取得可能なさらなるデータ
が無いことを示す。ステップ２５８において、このメッセージが受信され、ＣＲＣバイト
がＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）コントローラ３３によって記憶される。ＮＰビットがポ
ータブルデバイス２０によって受信されたＬＣＷ［ＬＤ］において設定されていなかった
ため、肯定応答ＬＣＷ［ＬＰ］はＡｃｋビットセットを有するが、ＮＰビットは設定され
ていない。ＬＣＷ［ＬＰ］中のＮＰビットが設定されていないため、これは、ポータブル
デバイス２０からのデータ要求ではなく、フルＭＡＣアドレスを成功裏に取得したポータ
ブルデバイス２０を示す。
【００３３】
　この場合、ステップ２６０において、ＮＰビットの状態は、さらなるメッセージが入来
していないことを示し、ステップ２６２において、ＭＡＣアドレスの６バイトが組み合わ
されてＭＡＣアドレスを形成し、このＭＡＣアドレスはＭＡＣアドレス記憶部３４中に記
憶される。加えて、ドッキングステーション１０から受信されたＣＲＣと、アドレス記憶
部３４中に記憶されたＭＡＣアドレスから計算されたＣＲＣとを比較する。ステップ２１
６及びステップ２６６において、ポータブルデバイス２０と病院通信ネットワークとの間
にネットワーク通信が確立される。ドッキングステーション１０において、ステップ２１
６によりマルチプレクサ３１（図２）は、光リンク１７，１９又はＲＦリンク１０３のい
ずれかに病院通信ネットワークへのＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）リンクを接続する。ポ
ータブルデバイス２０において、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）コントローラ３３は、光
リンク２１及び２３又はＲＦリンク１０７を介して病院通信ネットワークと通信を開始す
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る。上述したように、ポータブルデバイス２０のＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）コントロ
ーラ３３から病院通信ネットワークへと送信されたメッセージは、送信側ノード識別子と
しての、記憶部３４中のＭＡＣアドレスを含む。病院通信ネットワークからポータブルデ
バイス２０中のＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）コントローラ３３によって受信されたメッ
セージの宛先アドレスと、記憶部３４中のＭＡＣアドレスとを比較して、これらのアドレ
スがポータブルデバイス２０を宛先としているか否かを決定する。これらのアドレスがポ
ータブルデバイス２０を宛先としている場合、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）コントロー
ラ３３は、受信されたメッセージを処理する。
【００３４】
　通信が確立されると、ポータブルデバイス２０をドッキングステーション１０からドッ
ク解除することが可能になる。例えば分割変圧器１５の一次巻線上の電圧変化を検出する
ことによってこれが検出されると、マルチプレクサ３１は、ＲＦ通信回路１０３を病院通
信ネットワーク及びＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）コントローラ３３へのＥｔｈｅｒｎｅ
ｔ（登録商標）リンクへと接続し、ポータブルデバイス２０は、ＲＦ通信回路１０７を通
じて通信する。ポータブルデバイス２０がドッキングステーション内に留まっている場合
、ポータブルデバイス２０と病院通信ネットワークとの間のリンクは維持される。ＲＦリ
ンクが失われると、ポータブルデバイス２０は、上述したドック解除モードとなる。ポー
タブルデバイス２０が通信を失わずに再度ドックされると、負荷感知回路１３は、ポータ
ブルデバイスが再度ドックされたことを検出するが、病院通信ネットワークへの活性通信
リンクの存在及び／又はポータブルデバイス２０とドッキングステーション１０との間の
活性通信リンクの存在を検出することができる。これらの条件が検出されると、上記にて
詳細に説明した通信リンクの再確立が抑制される。
【００３５】
　図４は、図１及び図２中に示すポータブルデバイス構成システムの実行が可能なコンピ
ュータシステムのブロック図である。処理システム４００は、コンピュータバス４０５に
よって相互接続された中央演算処理装置（ＣＰＵ）４０２、メモリ４０４、大容量記憶デ
バイス４０６、及び入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース４０８を含む。Ｉ／Ｏインタ
ーフェース４０８は、ユーザインターフェースに接続される。このユーザインターフェー
スは、モニタ４１５、キーボード４１２及びポインティングデバイス（図示の実施形態で
はマウス４１４）からなる。Ｉ／Ｏインターフェース４０８はまた、着脱可能な記憶イン
ターフェース４１０にも接続される。この記憶インターフェース４１０は、１つ以上の有
形電子データ記憶メディア４１６からのデータ読み出し又はこのメディア４１６へのデー
タ記憶を行うことが可能である。有形電子データ記憶メディア４１６は、磁気デバイス（
例えば、オープンリール式コンピュータテープ、カセットテープ）及び磁気ディスクメデ
ィア（例えば、フロッピー（登録商標）ディスク）等を含み得る。有形電子データ記憶メ
ディア４１６は、光デバイス（例えば、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）又はコンパク
トディスク（ＣＤ））も含み得る。有形電子データ記憶メディア４１６は、ポータブル記
憶デバイス（例えば、半導体メモリ集積回路（例えば、メモリスティック））等も含み得
る。Ｉ／Ｏインターフェース４０８はまた、他の周辺デバイス（図示せず）（例えば、プ
リンタ又はリモートシステムとの通信のための通信デバイス、ローカルエリアネットワー
ク（ＬＡＮ）又はインターネットのような広域ネットワーク（ＷＡＮ））とも接続可能で
ある。当業者であれば、着脱可能な記憶インターフェース４１０はネットワークインター
フェース（図示せず）を介してＩ／Ｏインターフェース４０８に接続可能であり、その結
果、有形電子データ記憶メディア４１６を処理システム４００から遠隔位置に配置するこ
とが可能になることを理解する。
【００３６】
　動作時において、ＣＰＵ４０２は、実行可能アプリケーション及び／又は実行可能手順
を形成する機械可読式命令を実行するプロセッサとして動作する。これらの機械可読式命
令は、メモリ４０４中に記憶される。メモリ４０４は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）及
び／又は読み出し／書き込みメモリ（ＲＡＭ）からなり得る。ＣＰＵ４０２は、メモリ４
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０４から機械可読式命令を読み出し、機械可読式命令を実行して、上述したシステム動作
を行う。
【００３７】
　図示の実施形態において、Ｉ／Ｏプロセッサ４０８は、表示プロセッサを含む。この表
示プロセッサは、ＣＰＵ４０２からのコマンドに応答して、表示画像を表す信号を生成し
、これらの画像表現信号をモニタ４１５に供給し、モニタ４１５に画像を表示させる。例
えば、患者モニタ用ドッキングステーションにおいて、患者からの生理学的パラメータを
表す信号が、表示プロセッサによって生成され得る。これらの画像表現信号は表示デバイ
ス４１５に供給され、表示デバイス４１５は、生理学的パラメータを表す画像を表示する
。Ｉ／Ｏプロセッサ４０８はまた、ユーザコマンド並びにキーボード４１２及び／又はマ
ウス４１４からのデータも受信し、この情報をＣＰＵ４０２に提供する。ＣＰＵ４０２は
、受信されたユーザコマンドに及びデータに応答して、上述したように情報取得システム
の動作を制御する。
【００３８】
　データは、大容量記憶デバイス４０６から読み出し、大容量記憶デバイス４０６中に記
憶することができる。例えば、大容量記憶デバイス４０６は、実行可能アプリケーション
及び／又は実行可能手順を形成する機械可読式命令を表すデータを記憶することができる
。ＣＰＵ４０２は、大容量記憶デバイス４０６から実行可能アプリケーション及び／又は
実行可能手順を読み出し、メモリ４０４中に記憶することができる。ＣＰＵ４０２は、メ
モリ４０４から機械可読式命令を読み出し、実行可能アプリケーション及び／又は実行可
能手順を実行して、上述した動作を行うことができる。
【００３９】
　データは、ローカル配置又はリモート配置を問わず着脱可能な記憶インターフェース４
１０を介して有形電子データ記憶メディア４１６から読み出し及び有形電子データ記憶メ
ディア４１６中に記憶することもできる。任意のデータの有形電子データ記憶メディア４
１６中への記憶及び／又は有形電子データ記憶メディア４１６からの読み出しが可能であ
る。より詳細には、図示の実施形態において、上述したシステムを形成する実行可能アプ
リケーション及び／又は実行可能手順中の機械可読式命令は、有形電子データ記憶媒体４
１６中に記憶することができる。ＣＰＵ４０２は、Ｉ／Ｏプロセッサ４０８を支配して、
着脱可能な記憶インターフェース４１０を介して適切な有形電子データ記憶媒体４１６か
ら実行可能アプリケーション及び／又は実行可能手順を読み出させ、実行可能アプリケー
ション及び／又は実行可能手順を大容量記憶デバイス４０６及び／又はメモリ４０４中に
記憶させることができる。ＣＰＵ４０２は、メモリ４０４中の実行可能アプリケーション
及び／又は実行可能手順を実行して、上述した動作を行うことができる。
【００４０】
　ポータブル患者モニタ及びドッキングステーションに関連する医療環境において、ポー
タブルデバイス構成システムについて説明してきた。しかし、このようなシステムは、リ
ピータを通じてノードとして動作することを意図した通信ネットワークに新規デバイスを
追加することが可能な任意のシステムにおいても用いることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の原理によるポータブルデバイス構成システムのブロック図である。
【図２】本発明の原理による図１中に示すシステムにおいて使用可能なインターフェース
プロセッサのより詳細なブロック図である。
【図３】本発明の原理による図１及び図２に示すシステムの動作の理解に役立つフローチ
ャートである。
【図４】本発明の原理による図１及び図２中に示すポータブルデバイス構成システムの実
行が可能なコンピュータシステムのブロック図である。
【符号の説明】
【００４２】
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１０　　ドッキングステーション
１３　　負荷感知回路
１５、３９　　電源カプラ
２０　　ポータブルデバイス
２５　　インターフェースプロセッサ
３３　　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）コントローラ
３５　　プロセッサ
３７　　充電器
１０３、１０７　ＲＦ通信回路
 

【図１】 【図２】
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